
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の概要（平成24年法律第２号）

Ⅰ 人事院勧告に係る給与改定
１ 俸給月額の引下げ 平均▲0.23％
※ 平成２３年４月から法施行までの較差相当分は、平成２４年６月期の期末手当で調整

２ 経過措置額を平成２６年４月に全額廃止、それを原資に昇給回復措置
（平成２４年４月、平成２５年４月は自然減少分を原資に昇給回復措置）

３ 特別職給与法及び防衛省職員給与法の適用者についても、一般職に準じて改定

Ⅱ 給与減額支給措置（措置期間：平成２４年４月～平成２６年３月末）

１ 一般職給与法適用者
（１）俸給月額

① 本省課室長相当職員以上（指定職、行(一)10～７級） ▲9.77％

② 本省課長補佐・係長相当職員（行(一)６～３級） ▲7.77％

③ 係員（行(一)２、１級） ▲4.77％
その他の俸給表適用職員については、行(一)に準じた支給減額率

（２）俸給の特別調整額（管理職手当） 一律▲１０％

（３）期末手当及び勤勉手当 一律▲9.77％

（４）委員、顧問、参与等の日当 上限額を▲9.77％

（５）地域手当等の俸給月額に連動する手当（期末・勤勉手当を除く。）の

月額は、減額後の俸給月額等の月額により算出

２ 特別職給与法適用者
（１）俸給月額等

① 内閣総理大臣 ▲３０％

② 国務大臣クラス・副大臣クラス ▲２０％

③ 大臣政務官クラス､常勤の委員長等・大公使等（②以外の者） ▲１０％

（２）期末手当
① 内閣総理大臣､国務大臣・副大臣クラス 俸給月額の支給減額率と同じ
② ①以外の者 一律▲9.77％

（３）非常勤の委員等の日当 上限額を▲9.77％

（４）秘書官 一般職給与法適用対象者に準じて措置

３ 防衛省職員給与法適用者
（１）俸給月額等 一般職の国家公務員と同様の減額措置を実施
（２）給与減額支給措置の特例について

自衛官（将・将補（一）を除く。）並びに自衛隊の部隊及び機関に勤務する事務官等に
ついては、平成２４年４月１日から６月を超えない範囲内で政令で定める期間における給
与減額支給措置の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

４ その他
地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方

公共団体において自主的かつ適切に対応

平成23年９月30日付けの人事院勧告に鑑み、給与の改定について定めるとともに、我
が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不
可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員の給与に関する
特例を定めるもの
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国家公務員の俸給表別・級別 支給減額率一覧 

 
 

対象職員の代表例 

係員 

 

▲4.77％ 

課長補佐・係

長相当職員 

▲7.77％ 

課室長相当 

職員以上 

▲9.77％ 

行政職俸給表(一) 一般行政事務職員 １・２級 ３～６級 ７～10 級 

行政職俸給表(二) 電話交換手 １～３級 ４～５級 ― 

専門行政職俸給表 航空管制官 １級 ２～４級 ５～８級 

税務職俸給表 税務署職員 １・２級 ３～６級 ７～10 級 

公安職俸給表(一) 刑務官 １～３級 ４～７級 ８～11 級 

公安職俸給表(二) 海上保安官 １・２級 ３～６級 ７～10 級 

海事職俸給表(一) 船員 １・２級 ３～５級 ６・７級 

海事職俸給表(二) 機関員 １～３級 ４～６級 ― 

教育職俸給表(一) 気象大学校の教授、准教授 １級 ２・３級 ４・５級 

教育職俸給表(二) 看護師養成所の教員 １・２級 ３級 ― 

研究職俸給表 研究所の研究員 １・２級 ３・４級 ５・６級 

医療職俸給表(一) 医師 １級 ２級 ３～５級 

医療職俸給表(二) 薬剤師 １・２級 ３～７級 ８級 

医療職俸給表(三) 看護師 １・２級 ３～６級 ７級 

福祉職俸給表 障害者支援施設の生活支援員 １級 ２～６級 ― 

専門スタッフ職俸給表 情報分析官、国際交渉官 ― １級 ２・３級 

指定職俸給表 事務次官、局長 ― ― 全ての号俸 

 

（注） 

１ 上記は「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」によるもの 

２ 俸給の特別調整額（管理職手当）は一律▲10％ 

３ 期末・勤勉手当（ボーナス）は一律▲9.77％ 

４ 地域手当等の俸給月額に連動する手当の月額は、俸給月額等の減額率に応じて算出 
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給与種目等 根拠条文
臨時特例法による減額措

置の根拠条文
引下げ措置

の対象

俸給月額 給与法第６条 第９条第１項 ○

俸給の調整額 給与法第10条 ― ×

俸給の特別調整額 給与法第10条の２ 第９条第２項１号 ○

本府省業務調整手当 給与法第10条の３ ― ×

初任給調整手当 給与法第10条の４ ― ×

専門スタッフ職調整手当 給与法第10条の５ 第９条第２項第２号 ○

扶養手当 給与法第11条 ― ×

地域手当 給与法第11条の３ 第９条第２項第３号 ○

広域異動手当 給与法第11条の８ 第９条第２項第４号 ○

研究員調整手当 給与法第11条の９ 第９条第２項第５号 ○

住居手当 給与法第11条の10 ― ×

通勤手当 給与法第12条 ― ×

単身赴任手当 給与法第12条の２ ― ×

特殊勤務手当 給与法第13条 ― ×

特地勤務手当 給与法第13条の２ 第９条第２項第６号 ○

特地勤務手当に準ずる手当 給与法第14条 第９条第２項第７号 ○

超過勤務手当 給与法第16条 第９条第３項 ○

休日給 給与法第17条 第９条第３項 ○

夜勤手当 給与法第18条 第９条第３項 ○

勤務１時間当たりの給与額 給与法第19条 第９条第３項 ○

宿日直手当 給与法第19条の２ ― ×

管理職員特別勤務手当 給与法第19条の３ ― ×

期末手当 給与法第19条の４ 第９条第２項第８号 ○

勤勉手当 給与法第19条の７ 第９条第２項第９号 ○

経過措置額(H17年改正法附則11条の規定による俸給）
H17給与法改正法
附則第11条

第９条第１項 ○

寒冷地手当
国家公務員の寒冷地手当に関する
法律第２条

― ×

災害補償法４条４項の平均給与額
国家公務員災害補償法第４条第４
項

第10条 ○

国際機関派遣職員の給与 国際機関等に派遣される一般職の国家
公務員の処遇等に関する法律 第11条 ○

育児休業職員の勤務一時間当たりの給与額
国家公務員の育児休業等に関する法
律第26条第2項 第12条 ○

介護休暇職員の勤務一時間当たりの給与額
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関
する法律第20条第3項 第13条 ○

任期付研究員の給与
一般職の任期付研究員の採用、給与及
び勤務時間の特例に関する法律 第14条 ○

任期付職員の給与 一般職の任期付職員の採用及び給与
の特例に関する法律 第15条 ○

法科大学院派遣職員の勤務一時間当たりの給与額
法科大学院への裁判官及び検察官そ
の他の一般職の国家公務員の派遣に
関する法律第７条

第16条 ○

法科大学院派遣職員（11条派遣）の給与
法科大学院への裁判官及び検察官そ
の他の一般職の国家公務員の派遣に
関する法律

第16条 ○

一般職国家公務員の給与減額支給措置の対象となる給与

※給与法　・・・　「一般職の職員の給与に関する法律」
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 総人恩総第１９２号 

平成２４年３月９日 

 

各府省等官房長等 殿 

 

 

総務省人事・恩給局長         

 

 

 

「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の運用について（通知） 

 

第１８０回国会において成立した「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」

（以下「給与改定・臨時特例法」という。）は、平成２４年法律第２号として公布され、平

成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「給与減額支給措置期間」とい

う。）は、臨時の特例措置として、職員の給与は、減額して支給されることになりますので、

各省各庁におかれましては、遺漏なく実施していただきますようお願いいたします。 

つきましては、減額して支給するに当たっての留意事項や、「国家公務員の給与減額支給

措置について」（平成２３年６月３日閣議決定。以下「給与減額支給措置閣議決定」という。）

を踏まえた一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号。以下「一般職給与

法」という。）第２２条第２項の非常勤職員に対する給与の支給について、下記のとおり運

用されるようお願いいたします。 

 

記 

 

一 給与改定・臨時特例法の運用について 

１ 一般職給与法、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成１７

年法律第１１３号。以下「平成１７年改正法」という。）、一般職の任期付研究員の採用、

給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成９年法律第６５号）及び一般職の任期付職

員の採用及び給与の特例に関する法律（平成１２年法律第１２５号）等の規定に基づき

支給される給与について、それぞれの法律の規定に基づく給与の支給額（一般職給与法

等及び人事院規則等に基づき端数処理を行った確定金額）から、給与改定・臨時特例法

の規定に基づき算出した額を減じて支給する。 

 

２ 一般職給与法等の俸給月額（以下「俸給月額」という。）及び平成１７年改正法附則第

１１条の規定による俸給（以下「俸給の経過措置額」という。）の支給に当たっては、俸

給月額及び俸給の経過措置額を合算した額（一般職給与法附則第８項の規定の適用を受

ける職員に当たっては、さらに同項第１号の規定に基づき算出した額を減じた額）に、

給与改定・臨時特例法第９条第１項に規定する支給減額率を乗じた額（その額に１円未

満の端数があるときは、同法第２１条に基づきその端数を切り捨てた額）を減じて支給
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する。 

 

３ 一般職給与法第２３条第１項から第５項まで又は第７項の規定により支給される俸給

等及び同法附則第６項本文の規定により半額を減ぜられた俸給の支給に当たっては、俸

給月額及び俸給の経過措置額を合算した額（同法附則第８項の規定の適用を受ける職員

に当たっては、さらに同項第１号及び第８号の規定に基づき算出した額を減じた額）に、

給与改定・臨時特例法第９条第１項に規定する支給減額率を乗じて得た額及び同法第９

条第２項第１０号に定める額（その額に１円未満の端数があるときは、同法第２１条に

基づきその端数を切り捨てた額）を減じて支給する。 

 

４ 給与減額支給措置期間中、一の給与期間の中途において、月の途中で昇格や降格等に

よって職員の属する職務の級に変更が生じた場合や、俸給表の適用を異にして異動した

場合等により、給与改定・臨時特例法第９条第１項に定める当該職員に適用される俸給

等の支給減額率に変更を伴う場合におけるその給与期間の給与の計算は、日割計算によ

る。 

   なお、俸給の支給義務者（当該職員の給与の支出について定められた予算上の部局）

を異にする移動の場合で、かつ、俸給等の額に異動がない場合は、発令の前日までの分

の俸給等は、その者が従前所属していた俸給の支給義務者（この項において「前任庁」

という。）において日割計算により一般職給与法の規定に基づき支給されるべき額（そ

の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）（この項において「前

任庁における一般職給与法の規定に基づき支給されるべき額」という。）から、日割計

算により給与改定・臨時特例法の規定に基づき減ずる額（この項において「前任庁にお

ける給与改定・臨時特例法の規定に基づき減ずる額」という。）を減じて支給する。発

令の当日以降の分の俸給等は、当該職員の一の給与期間に一般職給与法の規定に基づき

支給されるべき俸給等の総額から、前任庁における一般職給与法の規定に基づき支給さ

れるべき額を差し引いた額に、さらに当該職員の一の給与期間に給与改定・臨時特例法

の規定に基づきその月に減ずる額の総額から前任庁における給与改定・臨時特例法の規

定に基づき減ずる額を減じた額を差し引いた額を、当該職員が新たに所属することにな

った俸給の支給義務者において支給する。 

 

５ 一般職給与法に基づき支給される期末手当及び勤勉手当の支給に当たっては、同法に

基づく支給額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）から、

給与改定・臨時特例法第９条第２項第８号及び第９号に基づき、減じて支給する。 

 

６ 一般職給与法附則第８項の規定の適用を受ける職員に対する特地勤務手当及び特地勤

務手当に準ずる手当（以下「特地勤務手当等」という。）の支給に当たっては、人事院規

則９－５５（特地勤務手当等）の規定による特地勤務手当等の月額から、給与改定・臨

時特例法第９条第２項第６号及び第７号に基づき、減じて支給する。 

 

７ 給与改定・臨時特例法の規定による給与減額支給措置の内容について、職員に対し、
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法律の概要の配布等適当な方法により、適切に周知するものとする。 

   なお、周知の際の参考例を示せば、次のとおりである。 

   国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成２４年法律第２号）に基づ

き、臨時の特例措置として、平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの間、

給与の支給に当たっては、同法に定める額に相当する額を減じて支給する 

 

８ この通知に定めるもののほか、給与の支給に当たっては、一般職給与法等及び人事院

が定めるところにより行う。 

   なお、特別職給与法適用職員及び防衛省職員給与法適用職員についても、上記に準じ

た運用を行う。 

 

 

二 一般職給与法第２２条第２項の非常勤職員について 

１ 一般職給与法第２２条第２項の非常勤職員の給与の支給については、給与減額支給措

置閣議決定を踏まえ、常勤職員の特別給（期末手当及び勤勉手当）に相当する給与が、

常勤職員の特別給の支給水準未満（標準の年間支給月数未満（勤務時間数や在職期間に

応じて特別給の支給月数を減じることにより、前記年間支給月数未満となっている場合

を除く。））である非常勤職員（次項において「給与水準の低い２２条２項非常勤職員」

という。）の場合は、給与減額支給措置を講じないことを基本とする運用を行うこととす

る。 

 

２ 前項にかかわらず、給与水準の低い２２条２項非常勤職員のうち、その給与の単価が

一般職給与法第２２条第１項に規定する非常勤職員（以下「委員等」という。）の手当の

単価に準じた単価となっているものであり、当該給与水準の低い２２条２項非常勤職員

の勤務形態が委員等に類似するときは、当該給与水準の低い２２条２項非常勤職員の職

務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級に応じて、給与改定・臨時特例

法第９条に規定する支給減額率により給与減額支給措置を講ずることを基本とする運用

を行うこととする。 

 

 ３ 給与減額支給措置閣議決定を踏まえ、給与減額支給措置が行われることとなる非常勤

職員に対しては、前記「一 給与改定・臨時特例法の運用について」第７項に準じてそ

の旨を周知するものとする。 

   なお、周知の際の参考例を示せば、次のとおりである。 

   「国家公務員の給与減額支給措置について」（平成２３年６月３日閣議決定）を踏ま

え、臨時の特例措置として、（平成２６年３月３１日までの間）、給与の支給に当たって

は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成２４年法律第２号）に準

じた額に相当する額を減じて支給する 

 

以  上 
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【参考】 
 

 
「国家公務員の給与減額支給措置について」（平成２３年６月３日閣議決定）（抄） 

 
 
（別紙１）一般職給与法適用対象者の給与減額支給措置要綱 
 
Ⅳ その他 

期間業務職員等の非常勤職員については、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の範
囲内で給与を支給することとされているが、常勤職員より相当程度給与水準が低い場合に
は、減額を行わないことを基本とする運用を行う。 
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